
          

航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
構
成
国
と
の
間
の
協
定
の
特
定
の

 

規
定
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定

    



航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
構
成
国
と
の
間
の
協
定
の
特
定
の
規
定
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の

 

間
の
協
定

 

 

日
本
国
及
び
欧
州
連
合
は
、

欧
州
連
合
の
法
令
の
下
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
の
欧
州
連
合
構
成
国
が
与
え
る
有
効
な
運
営
免
許
を
有
し
、
か
つ
、
い
ず
れ

か
の
欧
州
連
合
構
成
国
で
設
立
さ
れ
る
航
空
運
送
人
は
、
欧
州
連
合
構
成
国
と
第
三
国
と
の
間
の
路
線
へ
の
無
差
別
の
ア
ク
セ

ス
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
留
意
し
、 

欧
州
連
合
の
法
令
に
従
っ
て
免
許
を
与
え
ら
れ
た
航
空
運
送
人
を
特
定
の
第
三
国
及
び
そ
の
国
民
が
所
有
し
、
及
び
支
配
す

る
こ
と
を
可
能
と
す
る
欧
州
連
合
と
当
該
第
三
国
と
の
間
の
協
定
を
考
慮
し
、 

欧
州
連
合
の
法
令
と
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
構
成
国
と
の
間
の
協
定
の
特
定
の
規
定
と
の
間
の
整
合
性

が
、
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
航
空
業
務
に
対
し
て
適
正
な
法
的
根
拠
を
与
え
、
当
該
航
空
業
務
の
継
続
性
を
維
持
し
、

及
び
航
空
運
送
の
分
野
に
お
け
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
関
係
の
更
な
る
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
認
識
し
、 

航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
構
成
国
と
の
間
の
現
行
の
協
定
の
運
輸
権
に
関
す
る
規
定
の
解
釈
に
影
響
を
及
ぼ



一

航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
構
成
国
と
の
間
の
協
定
の
特
定
の
規
定
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の

 
間
の
協
定

 

 

日
本
国
及
び
欧
州
連
合
は
、

欧
州
連
合
の
法
令
の
下
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
の
欧
州
連
合
構
成
国
が
与
え
る
有
効
な
運
営
免
許
を
有
し
、
か
つ
、
い
ず
れ

か
の
欧
州
連
合
構
成
国
で
設
立
さ
れ
る
航
空
運
送
人
は
、
欧
州
連
合
構
成
国
と
第
三
国
と
の
間
の
路
線
へ
の
無
差
別
の
ア
ク
セ

ス
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
留
意
し
、 

欧
州
連
合
の
法
令
に
従
っ
て
免
許
を
与
え
ら
れ
た
航
空
運
送
人
を
特
定
の
第
三
国
及
び
そ
の
国
民
が
所
有
し
、
及
び
支
配
す

る
こ
と
を
可
能
と
す
る
欧
州
連
合
と
当
該
第
三
国
と
の
間
の
協
定
を
考
慮
し
、 

欧
州
連
合
の
法
令
と
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
構
成
国
と
の
間
の
協
定
の
特
定
の
規
定
と
の
間
の
整
合
性

が
、
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
航
空
業
務
に
対
し
て
適
正
な
法
的
根
拠
を
与
え
、
当
該
航
空
業
務
の
継
続
性
を
維
持
し
、

及
び
航
空
運
送
の
分
野
に
お
け
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
関
係
の
更
な
る
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
認
識
し
、 

航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
構
成
国
と
の
間
の
現
行
の
協
定
の
運
輸
権
に
関
す
る
規
定
の
解
釈
に
影
響
を
及
ぼ



二

 

す
こ
と
が
こ
の
協
定
の
目
的
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
、

 

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

 

第
一
条

 

こ
の
協
定
の
適
用
上
、

 

　
「
締
約
者
」
と
は
、
こ
の
協
定
の
締
約
者
を
い
う
。

(a)

 

　
「
構
成
国
」
と
は
、
欧
州
連
合
構
成
国
を
い
う
。

(b)
　
「
当
事
国
」
と
は
、
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
構
成
国
と
の
間
の
関
連
す
る
協
定
の
締
約
国

(c)

 

を
い
う
。

 

第
二
条

１
　
２
の
規
定
は
、
附
属
書
Ⅱ

－

Ａ
に
掲
げ
る
対
応
す
る
規
定
に
代
え
て
、
適
用
す
る
。 

２

　
一
方
の
当
事
国
は
、
他
方
の
当
事
国
が
指
定
し
た
航
空
企
業
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
航
空
企

(a)
業
に
つ
き
、
附
属
書
Ⅱ

－

Ｂ
に
掲
げ
る
対
応
す
る
規
定
に
定
め
る
特
権
、
権
利
若
し
く
は
許
可
を
与
え
ず
、
若
し
く
は
取

り
消
す
権
利
又
は
当
該
航
空
企
業
に
よ
る
当
該
特
権
若
し
く
は
当
該
権
利
の
行
使
若
し
く
は
当
該
許
可
に
つ
き
必
要
と
認

 

め
る
条
件
を
付
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

 

　
構
成
国
で
あ
る
当
事
国
が
指
定
し
た
航
空
企
業
に
つ
い
て
は
、

(i)

　
当
該
航
空
企
業
が
当
該
当
事
国
の
領
域
内
に
設
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
又
は
欧
州
連
合
の
法
令
に
従
っ
て
い
ず
れ
か

(A)

 

の
構
成
国
が
与
え
る
有
効
な
運
営
免
許
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
。

　
航
空
事
業
者
証
明
書
の
交
付
に
責
任
を
有
す
る
構
成
国
が
当
該
航
空
企
業
の
効
果
的
な
規
制
上
の
管
理
を
実
施
せ

(B)
ず
、
若
し
く
は
維
持
し
な
い
こ
と
又
は
そ
の
指
定
に
際
し
て
関
連
す
る
航
空
当
局
が
明
確
に
特
定
さ
れ
て
い
な
い
こ

 

と
。

　
当
該
航
空
企
業
の
過
半
数
の
所
有
及
び
実
効
的
な
支
配
が
構
成
国
若
し
く
は
附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
る
国
又
は
こ
れ
ら

(C)

 

の
国
の
国
民
に
属
し
て
い
な
い
こ
と
。

　
当
該
航
空
企
業
の
主
た
る
営
業
所
が
運
営
免
許
を
受
け
た
構
成
国
の
領
域
内
に
所
在
し
な
い
こ
と
。 

(D)
　
当
該
航
空
企
業
が
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
他
の
構
成
国
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
い
て
運
営
許
可
を
与
え
ら

(E)
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
航
空
企
業
が
日
本
国
と
当
該
当
事
国
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
き
当
該
他
の
構
成
国
内
の
一

地
点
を
含
む
路
線
に
お
い
て
協
定
業
務
を
運
営
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
日
本
国
と
他
の
構
成
国
と
の
間
の
協
定
の

－

－



三

 
め
る
条
件
を
付
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

 
　
構
成
国
で
あ
る
当
事
国
が
指
定
し
た
航
空
企
業
に
つ
い
て
は
、

(i)

　
当
該
航
空
企
業
が
当
該
当
事
国
の
領
域
内
に
設
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
又
は
欧
州
連
合
の
法
令
に
従
っ
て
い
ず
れ
か

(A)

 

の
構
成
国
が
与
え
る
有
効
な
運
営
免
許
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
。

　
航
空
事
業
者
証
明
書
の
交
付
に
責
任
を
有
す
る
構
成
国
が
当
該
航
空
企
業
の
効
果
的
な
規
制
上
の
管
理
を
実
施
せ

(B)
ず
、
若
し
く
は
維
持
し
な
い
こ
と
又
は
そ
の
指
定
に
際
し
て
関
連
す
る
航
空
当
局
が
明
確
に
特
定
さ
れ
て
い
な
い
こ

 

と
。

　
当
該
航
空
企
業
の
過
半
数
の
所
有
及
び
実
効
的
な
支
配
が
構
成
国
若
し
く
は
附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
る
国
又
は
こ
れ
ら

(C)

 

の
国
の
国
民
に
属
し
て
い
な
い
こ
と
。

　
当
該
航
空
企
業
の
主
た
る
営
業
所
が
運
営
免
許
を
受
け
た
構
成
国
の
領
域
内
に
所
在
し
な
い
こ
と
。 

(D)
　
当
該
航
空
企
業
が
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
他
の
構
成
国
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
い
て
運
営
許
可
を
与
え
ら

(E)
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
航
空
企
業
が
日
本
国
と
当
該
当
事
国
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
き
当
該
他
の
構
成
国
内
の
一

地
点
を
含
む
路
線
に
お
い
て
協
定
業
務
を
運
営
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
日
本
国
と
他
の
構
成
国
と
の
間
の
協
定
の



四

下
で
の
路
線
及
び
輸
送
力
に
対
す
る
制
限
を
回
避
す
る
こ
と
と
な
る
旨
を
、
日
本
国
が
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

 
と
。

　
当
該
航
空
企
業
が
い
ず
れ
か
の
構
成
国
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
航
空
事
業
者
証
明
書
を
保
有
し
、
か
つ
、
日
本
国
と

(F)
当
該
構
成
国
と
の
間
に
航
空
業
務
に
関
す
る
協
定
が
存
在
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
構
成
国
が
日
本
国
の
航
空

 

企
業
に
よ
る
日
本
国
と
当
該
構
成
国
と
の
間
の
国
際
航
空
業
務
の
運
営
に
同
意
し
て
い
な
い
こ
と
。

　
日
本
国
が
指
定
し
た
航
空
企
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
航
空
企
業
の
実
質
的
な
所
有
及
び
実
効
的
な
支
配
が
日
本
国
又

(ii)

 

は
日
本
国
の
国
民
に
属
し
て
い
な
い
こ
と
。

　
日
本
国
は
、
こ
の
２
の
規
定
に
基
づ
く
権
利
を
行
使
す
る
に
当
た
り
、
構
成
国
で
あ
る
当
事
国
が
指
定
し
た
航
空
企
業

(b)
で
あ
っ
て
、
そ
の
過
半
数
の
所
有
及
び
実
効
的
な
支
配
が
構
成
国
若
し
く
は
附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
る
国
又
は
こ
れ
ら
の
国
の

国
民
に
属
し
て
い
る
も
の
の
間
で
、
そ
の
所
有
及
び
支
配
を
理
由
と
し
た
差
別
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
(a)

及
び

の
規
定
に
基
づ
く
権
利
の
行
使
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。 

(i)
(E)

(F) 

第
三
条

１
　
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
協
定
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
当
該
協
定
の
当
事
国
で
あ
る
構
成
国
の
航
空
企
業
に
つ
い
て
言
及
す

 

る
と
き
は
、
当
該
構
成
国
が
指
定
し
た
航
空
企
業
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
と
了
解
す
る
。

２
　
１
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
関
連
す
る
協
定
の
規
定
で
あ
っ
て
附
属
書
Ⅳ
に
掲
げ
る
も
の
の
そ
れ
ぞ
れ

に
お
い
て
、
当
該
協
定
の
当
事
国
で
あ
る
構
成
国
の
航
空
企
業
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
き
は
、
当
該
構
成
国
が
指
定
し
て
い

 

な
い
当
該
構
成
国
の
航
空
企
業
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
も
の
と
了
解
す
る
。

 

第
四
条

 

附
属
書
は
、
こ
の
協
定
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。

 

第
五
条

１
　
い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
者
も
、
こ
の
協
定
を
改
正
す
る
た
め
、
い
つ
で
も
他
方
の
締
約
者
と
の
協
議
を
要
請
す
る
こ
と
が

 

で
き
る
。
こ
の
協
議
は
、
要
請
の
受
領
の
日
か
ら
六
十
日
の
期
間
内
に
開
始
す
る
。

２
　
こ
の
協
定
は
、
両
締
約
者
間
の
合
意
に
よ
り
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
改
正
は
、
次
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
効

 

力
を
生
ず
る
。

３
　
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
属
書
の
み
に
係
る
改
正
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
手
続
に
従
い
、
日
本
国
政
府
と
欧
州
連
合

 

と
の
間
の
外
交
上
の
公
文
の
交
換
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。



五

 
る
と
き
は
、
当
該
構
成
国
が
指
定
し
た
航
空
企
業
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
と
了
解
す
る
。

２
　
１
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
関
連
す
る
協
定
の
規
定
で
あ
っ
て
附
属
書
Ⅳ
に
掲
げ
る
も
の
の
そ
れ
ぞ
れ

に
お
い
て
、
当
該
協
定
の
当
事
国
で
あ
る
構
成
国
の
航
空
企
業
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
き
は
、
当
該
構
成
国
が
指
定
し
て
い

 

な
い
当
該
構
成
国
の
航
空
企
業
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
も
の
と
了
解
す
る
。

 

第
四
条

 

附
属
書
は
、
こ
の
協
定
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。

 

第
五
条

１
　
い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
者
も
、
こ
の
協
定
を
改
正
す
る
た
め
、
い
つ
で
も
他
方
の
締
約
者
と
の
協
議
を
要
請
す
る
こ
と
が

 

で
き
る
。
こ
の
協
議
は
、
要
請
の
受
領
の
日
か
ら
六
十
日
の
期
間
内
に
開
始
す
る
。

２
　
こ
の
協
定
は
、
両
締
約
者
間
の
合
意
に
よ
り
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
改
正
は
、
次
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
効

 

力
を
生
ず
る
。

３
　
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
属
書
の
み
に
係
る
改
正
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
手
続
に
従
い
、
日
本
国
政
府
と
欧
州
連
合

 

と
の
間
の
外
交
上
の
公
文
の
交
換
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。



六

 

第
六
条

１
　
一
方
の
締
約
者
は
、
他
方
の
締
約
者
に
対
し
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
た
め
に
必
要
と
さ

 

れ
る
内
部
手
続
が
完
了
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
通
告
を
行
う
。

 

２
　
こ
の
協
定
は
、
遅
い
方
の
通
告
が
受
領
さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

 

３
　
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
く
欧
州
連
合
に
対
す
る
通
告
は
、
欧
州
連
合
閣
僚
理
事
会
事
務
総
長
に
送
付
す
る
。

 

第
七
条

１
　
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
協
定
が
終
了
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
協
定
の
規
定
は
、
終
了
す
る
協
定
に
つ
い
て
、
そ

の
終
了
の
日
に
適
用
を
終
止
す
る
。
こ
の
協
定
に
お
け
る
当
該
終
了
す
る
協
定
へ
の
言
及
は
、
そ
の
終
了
の
日
か
ら
無
効
と

 

す
る
。

２
　
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
全
て
の
協
定
が
終
了
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
協
定
は
、
最
後
に
終
了
す
る
協
定
の
終
了
の
日
に
終
了

 

す
る
。

 

第
八
条

１
　
こ
の
協
定
は
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
、
ク
ロ
ア
チ
ア
語
、
チ
ェ
コ
語
、
デ
ン
マ
ー
ク
語
、
オ

ラ
ン
ダ
語
、
英
語
、
エ
ス
ト
ニ
ア
語
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ラ
ト
ビ
ア
語
、
リ
ト
ア
ニ
ア
語
、
マ
ル
タ
語
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、

ル
ー
マ
ニ
ア
語
、
ス
ロ
バ
キ
ア
語
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
及
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し

 

た
。

 

２
　
解
釈
に
相
違
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
協
定
が
交
渉
さ
れ
た
言
語
の
本
文
に
よ
る
。

 

 

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。

 

 

二
千
二
十
三
年
二
月
二
十
日
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
作
成
し
た
。



七

ラ
ン
ダ
語
、
英
語
、
エ
ス
ト
ニ
ア
語
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ラ
ト
ビ
ア
語
、
リ
ト
ア
ニ
ア
語
、
マ
ル
タ
語
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、

ル
ー
マ
ニ
ア
語
、
ス
ロ
バ
キ
ア
語
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
及
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し

 

た
。

 

２
　
解
釈
に
相
違
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
協
定
が
交
渉
さ
れ
た
言
語
の
本
文
に
よ
る
。

 

 

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。

 

 

二
千
二
十
三
年
二
月
二
十
日
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
作
成
し
た
。



八

日
本
国
の
た
め
に 

 
正
木
　
靖

 

欧
州
連
合
の
た
め
に 

 

ラ
ー
シ
ュ
・
ダ
ニ
エ
ル
ソ
ン

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
コ
ー
ネ
リ
ス

 

附
属
書
Ⅰ
　
第
一
条
、
第
三
条
及
び
第
七
条
に
規
定
す
る
協
定
の
一
覧
表

 

こ
の
協
定
の
署
名
の
日
に
効
力
を
有
す
る
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
構
成
国
と
の
間
の
協
定
（
そ
の
改
正
を
含
む
。
）

 

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

千
九
百
八
十
九
年
三
月
七
日
に
ウ
ィ
ー
ン
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
と
の
間

 

の
協
定
（
日
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
協
定
）

千
九
百
五
十
九
年
六
月
二
十
日
に
東
京
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ベ
ル
ギ
ー
と
の
間
の
協
定
（
日
・

 

ベ
ル
ギ
ー
協
定
）

千
九
百
五
十
三
年
二
月
二
十
六
日
に
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
デ
ン
マ
ー
ク
と
の

 

間
の
協
定
（
日
・
デ
ン
マ
ー
ク
協
定
）

千
九
百
八
十
年
十
二
月
二
十
三
日
に
ヘ
ル
シ
ン
キ
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国

 

と
の
間
の
協
定
（
日
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
協
定
）

千
九
百
五
十
六
年
一
月
十
七
日
に
パ
リ
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
の
協
定
（
日
・



九

 

附
属
書
Ⅰ
　
第
一
条
、
第
三
条
及
び
第
七
条
に
規
定
す
る
協
定
の
一
覧
表

 

こ
の
協
定
の
署
名
の
日
に
効
力
を
有
す
る
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
構
成
国
と
の
間
の
協
定
（
そ
の
改
正
を
含
む
。
）

 

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

千
九
百
八
十
九
年
三
月
七
日
に
ウ
ィ
ー
ン
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
と
の
間

 

の
協
定
（
日
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
協
定
）

千
九
百
五
十
九
年
六
月
二
十
日
に
東
京
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ベ
ル
ギ
ー
と
の
間
の
協
定
（
日
・

 

ベ
ル
ギ
ー
協
定
）

千
九
百
五
十
三
年
二
月
二
十
六
日
に
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
デ
ン
マ
ー
ク
と
の

 

間
の
協
定
（
日
・
デ
ン
マ
ー
ク
協
定
）

千
九
百
八
十
年
十
二
月
二
十
三
日
に
ヘ
ル
シ
ン
キ
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国

 

と
の
間
の
協
定
（
日
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
協
定
）

千
九
百
五
十
六
年
一
月
十
七
日
に
パ
リ
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
の
協
定
（
日
・



一
〇

 
フ
ラ
ン
ス
協
定
）

千
九
百
六
十
一
年
一
月
十
八
日
に
ボ
ン
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
の
間
の
協

 

定
（
日
・
ド
イ
ツ
協
定
）

千
九
百
七
十
三
年
一
月
十
二
日
に
ア
テ
ネ
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ギ
リ
シ
ャ
王
国
と
の
間
の
協
定

 

（
日
・
ギ
リ
シ
ャ
協
定
）

千
九
百
九
十
四
年
二
月
二
十
三
日
に
ブ
ダ
ペ
ス
ト
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
共
和

 

国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
日
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
協
定
）

千
九
百
六
十
二
年
一
月
三
十
一
日
に
東
京
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
イ
タ
リ
ア
と
の
間
の
協
定

 

（
日
・
イ
タ
リ
ア
協
定
）

千
九
百
五
十
三
年
二
月
十
七
日
に
ハ
ー
グ
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ラ
ン
ダ
王
国
と
の
間
の
協
定

 

（
日
・
オ
ラ
ン
ダ
協
定
）

千
九
百
九
十
四
年
十
二
月
七
日
に
東
京
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
政
府
と

 

の
間
の
協
定
（
日
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
協
定
）

千
九
百
八
十
年
三
月
十
八
日
に
マ
ド
リ
ー
ド
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ス
ペ
イ
ン
と
の
間
の
協
定

 

（
日
・
ス
ペ
イ
ン
協
定
）

千
九
百
五
十
三
年
二
月
二
十
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の

 

間
の
協
定
（
日
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
協
定
）



一
一

千
九
百
八
十
年
三
月
十
八
日
に
マ
ド
リ
ー
ド
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ス
ペ
イ
ン
と
の
間
の
協
定

 

（
日
・
ス
ペ
イ
ン
協
定
）

千
九
百
五
十
三
年
二
月
二
十
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
作
成
さ
れ
た
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の

 

間
の
協
定
（
日
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
協
定
）



一
二

附
属
書
Ⅱ

－

Ａ
　
第
二
条
１
に
規
定
す
る
対
応
す
る
規
定
の
一
覧
表 

 

 

日
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
協
定
第
七
条
１

 

日
・
ベ
ル
ギ
ー
協
定
第
六
条
１

 

日
・
デ
ン
マ
ー
ク
協
定
第
七
条
１

 

日
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
協
定
第
七
条
１

 

日
・
フ
ラ
ン
ス
協
定
第
六
条
１

 

日
・
ド
イ
ツ
協
定
第
三
条
４
及
び
第
四
条
第
二
段

 

日
・
ギ
リ
シ
ャ
協
定
第
七
条
１

 

日
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
協
定
第
七
条
１

 

日
・
イ
タ
リ
ア
協
定
第
六
条
１ 

日
・
オ
ラ
ン
ダ
協
定
第
七
条
１

 

日
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
協
定
第
七
条
１

 

日
・
ス
ペ
イ
ン
協
定
第
九
条
１

 

日
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
協
定
第
七
条
１

－



一
三

 
日
・
ス
ペ
イ
ン
協
定
第
九
条
１

 

日
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
協
定
第
七
条
１



一
四

附
属
書
Ⅱ

－

Ｂ
　
第
二
条
２
に
規
定
す
る
対
応
す
る
規
定
の
一
覧
表 

 

 

日
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
協
定
第
四
条
１
及
び
２

 

日
・
ベ
ル
ギ
ー
協
定
第
四
条
１

 

日
・
デ
ン
マ
ー
ク
協
定
第
五
条
１

 

日
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
協
定
第
四
条
１
及
び
２

 

日
・
フ
ラ
ン
ス
協
定
第
四
条
１

 

日
・
ド
イ
ツ
協
定
第
三
条
２

 

日
・
ギ
リ
シ
ャ
協
定
第
四
条
１

 

日
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
協
定
第
四
条
１
及
び
２

 

日
・
イ
タ
リ
ア
協
定
第
四
条
１ 

日
・
オ
ラ
ン
ダ
協
定
第
五
条
１

 

日
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
協
定
第
四
条
１
及
び
２

 

日
・
ス
ペ
イ
ン
協
定
第
四
条
１

 

日
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
協
定
第
五
条
１

－



一
五

 
日
・
ス
ペ
イ
ン
協
定
第
四
条
１

 

日
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
協
定
第
五
条
１



一
六

 

附
属
書
Ⅲ
　
第
二
条
２
に
規
定
す
る
国
の
一
覧
表

 

 

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
（
欧
州
経
済
領
域
に
関
す
る
協
定
に
基
づ
く
。
）

 

リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
公
国
（
欧
州
経
済
領
域
に
関
す
る
協
定
に
基
づ
く
。
）

 

ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
国
（
欧
州
経
済
領
域
に
関
す
る
協
定
に
基
づ
く
。
）

 

ス
イ
ス
連
邦
（
航
空
運
送
に
関
す
る
欧
州
共
同
体
と
ス
イ
ス
連
邦
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
。
）

 

附
属
書
Ⅳ
　
第
三
条
２
に
規
定
す
る
規
定
の
一
覧
表

 

 

日
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
協
定
第
四
条
１
、
第
五
条
並
び
に
第
十
三
条
３
及
び
４

 

日
・
ベ
ル
ギ
ー
協
定
第
五
条
１
及
び
２

 

日
・
デ
ン
マ
ー
ク
協
定
第
六
条
１
及
び
２
並
び
に
第
八
条

 

日
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
協
定
第
四
条
１
及
び
第
五
条

 

日
・
フ
ラ
ン
ス
協
定
第
五
条
１
及
び
２
並
び
に
第
七
条

 

日
・
ド
イ
ツ
協
定
第
五
条
及
び
第
六
条

 

日
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
協
定
第
四
条
１
、
第
五
条
並
び
に
第
十
三
条
３
及
び
４

 

日
・
オ
ラ
ン
ダ
協
定
第
六
条
１
及
び
２
並
び
に
第
八
条

 

日
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
協
定
第
四
条
１
、
第
五
条
並
び
に
第
十
三
条
３
及
び
４

日
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
協
定
第
六
条
１
及
び
２
並
び
に
第
八
条



一
七

 

附
属
書
Ⅳ
　
第
三
条
２
に
規
定
す
る
規
定
の
一
覧
表

 

 

日
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
協
定
第
四
条
１
、
第
五
条
並
び
に
第
十
三
条
３
及
び
４

 

日
・
ベ
ル
ギ
ー
協
定
第
五
条
１
及
び
２

 

日
・
デ
ン
マ
ー
ク
協
定
第
六
条
１
及
び
２
並
び
に
第
八
条

 

日
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
協
定
第
四
条
１
及
び
第
五
条

 

日
・
フ
ラ
ン
ス
協
定
第
五
条
１
及
び
２
並
び
に
第
七
条

 

日
・
ド
イ
ツ
協
定
第
五
条
及
び
第
六
条

 

日
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
協
定
第
四
条
１
、
第
五
条
並
び
に
第
十
三
条
３
及
び
４

 

日
・
オ
ラ
ン
ダ
協
定
第
六
条
１
及
び
２
並
び
に
第
八
条

 

日
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
協
定
第
四
条
１
、
第
五
条
並
び
に
第
十
三
条
３
及
び
４

日
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
協
定
第
六
条
１
及
び
２
並
び
に
第
八
条




